
構造改革特別区域計画認定申請書

地 振 第 ２ １ ７ 号

平成１８年２月１日

内閣総理大臣 小泉 純一郎 殿

宮城県知事 村井 嘉浩

平成１７年３月２８日付けで認定を受けた構造改革特区計画について下記のとおり変更

したいので，構造改革特別区域法第６条第１項の規定に基づき，構造改革特別区域計画の

変更の認定を申請します。

記

１．変更事項

構造改革特別区域計画

８ 特定事業の名称

別紙１

１ 特定事業の名称

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者

４ 特定事業の内容

５ 当該規制の特例措置の内容

別紙２

１ 特定事業の名称

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者

４ 特定事業の内容

５ 当該規制の特例措置の内容

２．変更事項の内容

別紙新旧対照表のとおり



（計画書本体）

新 旧
構造改革特別区域計画 構造改革特別区域計画

１ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 １ 構造改革特別区域計画の作成主体の名称

宮城県 宮城県

２ 構造改革特別区域の名称 ２ 構造改革特別区域の名称

みやぎＩＴ人材すくすく特区 みやぎＩＴ人材すくすく特区

３ 構造改革特別区域の範囲 ３ 構造改革特別区域の範囲

宮城県の全域 宮城県の全域

４ 構造改悪特別区域の特性 ４ 構造改悪特別区域の特性

＜省略＞ ＜省略＞

８ 特定事業の名称 ８ 特定事業の名称

・修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前試験を免除 ・修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前試験を免除

する講座開設事業( ( )) する講座開設事業( )1131 1143 1131
・修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 ・修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業

( ( )) ( )1132 1144 1132

９ 構造改悪特別区域の特性 ９ 構造改悪特別区域の特性

＜省略＞ ＜省略＞



（別表）
新 旧
別紙１ 別紙１
１ 特定事業の名称 １ 特定事業の名称
番号 １１３１（１１４３） 番号 １１３１
名称 修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前試験を免除 名称 修了者に対する初級システムアドミニストレータ試験の午前試験を免除

する講座開設事業 する講座開設事業

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 ２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者
①学校法人日本コンピュータ学園 ①学校法人日本コンピュータ学園
東北電子専門学校（宮城県仙台市青葉区花京院一丁目３番１号） 東北電子専門学校（宮城県仙台市青葉区花京院一丁目３番１号）

②学校法人菅原学園 ②学校法人菅原学園
仙台情報ビジネス専門学校（宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番１号） 仙台情報ビジネス専門学校（宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番１号）

③学校法人友愛学園 学校法人友愛学園③
東北文化学園専門学校（宮城県仙台市青葉区国見六丁目４５番１６号） 東北文化学園専門学校（宮城県仙台市青葉区国見六丁目４５番１６号）

④学校法人立志舎 学校法人立志舎④
東京ＩＴ会計専門学校仙台校（宮城県仙台市青葉区中央一丁目１番６号） 東京ＩＴ会計専門学校仙台校（宮城県仙台市青葉区中央一丁目１番６号）

⑤学校法人北杜学園
仙台大原簿記公務員専門学校（宮城県仙台市青葉区中央四丁目２番２５号）

⑥学校法人東北工業大学（宮城県仙台市太白区八木山香澄町３５番１号）
⑦学校法人栴檀学園
東北福祉大学（宮城県仙台市青葉区国見一丁目８番１号）

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 ３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日
認定を受けた日 認定を受けた日

４ 特定事業の内容 ４ 特定事業の内容
（１）経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画 （１）経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画
①初級システムアドミニストレータ講座 別添資料１のとおり ①初級システムアドミニストレータ講座 別添資料１のとおり
②初級システムアドミニストレータ講座 別添資料２のとおり ②初級システムアドミニストレータ講座 別添資料２のとおり
③初級システムアドミニストレータ講座 別添資料３のとおり ③初級システムアドミニストレータ講座 別添資料３のとおり
④初級システムアドミニストレータ講座 別添資料４のとおり ④初級システムアドミニストレータ講座 別添資料４のとおり

⑤初級システムアドミニストレータ講座 別添資料９のとおり

⑥初級システムアドミニストレータ講座 別添資料１０のとおり

⑦初級システムアドミニストレータ講座 別添資料１１のとおり

なお、認定講座の運営に当たっては、履修内容の詳細について経済産業大臣
もしくは独立行政法人情報処理推進機構に相談を行い、助言があった場合には
対応することとする。



（２）修了認定の基準 （２）修了認定の基準
○当該認定に係る講座の出席率（下記参照）をもって履修後、修 ○当該認定に係る講座の出席率（下記参照）をもって履修後、修
了認定に係る試験を受験し、独立行政法人情報処理推進機構が 了認定に係る試験を受験し、独立行政法人情報処理推進機構が
示す合格基準に達すること。 示す合格基準に達すること。

①初級システムアドミニストレータ講座 講座全体の１０分の８以上 ①初級システムアドミニストレータ講座 講座全体の１０分の９以上

②初級システムアドミニストレータ講座 講座全体の４分の３以上 ②初級システムアドミニストレータ講座 講座全体の４分の３以上
③初級システムアドミニストレータ講座 講座全体の３分の２以上 ③初級システムアドミニストレータ講座 講座全体の３分の２以上
④初級システムアドミニストレータ講座 講座全体の３分の２以上 ④初級システムアドミニストレータ講座 講座全体の３分の２以上

⑤初級システムアドミニストレータ講座 講座全体の３分の２以上

⑥初級システムアドミニストレータ講座 講座全体の３分の２以上

⑦初級システムアドミニストレータ講座 講座全体の３分の２以上

＜省略＞ ＜省略＞

５ 当該規制の特例措置の内容 ５ 当該規制の特例措置の内容
本県では、第１次・第２次産業から第３次産業へ就労構造が変化している。特 本県では、第１次・第２次産業から第３次産業へ就労構造が変化している。特

に第３次産業の中でも成長産業である情報・通信分野でのＩＴ技術者へのニーズ に第３次産業の中でも成長産業である情報・通信分野でのＩＴ技術者へのニーズ
は強く、早急なＩＴ人材の強化・育成が求められている。 は強く、早急なＩＴ人材の強化・育成が求められている。

そのため、ＩＴ人材の若年層などの底辺の拡大を図るため、ＩＴの基礎的な技 そのため、ＩＴ人材の若年層などの底辺の拡大を図るため、ＩＴの基礎的な技
術を備え、また、多くのＩＴ関連企業が、ＩＴ技術者としての素養を確かめる意 術を備え、また、多くのＩＴ関連企業が、ＩＴ技術者としての素養を確かめる意
味で、初級システムアドミニストレータ試験に合格することを、ＩＴ技術者を目 味で、初級システムアドミニストレータ試験に合格することを、ＩＴ技術者を目
指すうえで当然身につけておくべきものの一つと捉えているため、当該試験合格 指すうえで当然身につけておくべきものの一つと捉えているため、当該試験合格
者の拡大を図るものである。 者の拡大を図るものである。

この事業の実施によって初級システムアドミニストレータ試験の午前試験が免 この事業の実施によって初級システムアドミニストレータ試験の午前試験が免
除されることになるので、受験者の負担が軽くなり、受験機会の増加を促すこと 除されることになるので、受験者の負担が軽くなり、受験機会の増加を促すこと
に通じ、合格率の向上や合格者の拡大が図られ、多くの優秀な人材を確保するこ に通じ、合格率の向上や合格者の拡大が図られ、多くの優秀な人材を確保するこ
とが可能となる。 とが可能となる。

また、講座認定教育機関の指導力の向上や優秀な学生が本県に集まることにつ また、講座認定教育機関の指導力の向上や優秀な学生が本県に集まることにつ
ながり、ひいては、ＩＴ関連産業の人材の確保と集積促進・振興につながるもの ながり、ひいては、ＩＴ関連産業の人材の確保と集積促進・振興につながるもの
である。 である。

現時点では、当該特定事業の実施を希望している学校は専門学校４校だけであ
るが、今後、特区内の各種学校に対して引き続き働きかけ、希望する学校におい
ては事業を実施していくこととする。

なお、特区計画の認定を受けた日以降、受け入れ体制の準備など準備期間が必
要なことから、各専門学校の事業の実施は、平成１７年４月１日からとする。



（別表）
新 旧
別紙２ 別紙２
１ 特定事業の名称 １ 特定事業の名称
番号 １１３２（１１４４） 番号 １１３２
名称 修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業 名称 修了者に対する基本情報技術者試験の午前試験を免除する講座開設事業

２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者 ２ 当該規制の特例措置の適用を受けようとする者
①学校法人日本コンピュータ学園 ①学校法人日本コンピュータ学園
東北電子専門学校（宮城県仙台市青葉区花京院一丁目３番１号） 東北電子専門学校（宮城県仙台市青葉区花京院一丁目３番１号）

②学校法人菅原学園 ②学校法人菅原学園
仙台情報ビジネス専門学校（宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番１号） 仙台情報ビジネス専門学校（宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番１号）

③学校法人友愛学園 学校法人友愛学園③
東北文化学園専門学校（宮城県仙台市青葉区国見六丁目４５番１６号） 東北文化学園専門学校（宮城県仙台市青葉区国見六丁目４５番１６号）

④学校法人立志舎 学校法人立志舎④
東京ＩＴ会計専門学校仙台校（宮城県仙台市青葉区中央一丁目１番６号） 東京ＩＴ会計専門学校仙台校（宮城県仙台市青葉区中央一丁目１番６号）

⑤学校法人北杜学園
仙台大原簿記公務員専門学校（宮城県仙台市青葉区中央四丁目２番２５号）

⑥学校法人東北工業大学（宮城県仙台市太白区八木山香澄町３５番１号）
⑦学校法人栴檀学園
東北福祉大学（宮城県仙台市青葉区国見一丁目８番１号）

３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日 ３ 当該規制の特例措置の適用の開始の日
認定を受けた日 認定を受けた日

４ 特定事業の内容 ４ 特定事業の内容
（１）経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画 （１）経済産業大臣が告示で定める履修項目に応じた履修計画
①基本情報技術者講座 別添資料５のとおり ①基本情報技術者講座 別添資料５のとおり
②基本情報技術者講座 別添資料６のとおり ②基本情報技術者講座 別添資料６のとおり
③基本情報技術者講座 別添資料７のとおり ③基本情報技術者講座 別添資料７のとおり
④基本情報技術者講座 別添資料８のとおり ④基本情報技術者講座 別添資料８のとおり

⑤基本情報技術者講座 別添資料１２のとおり

⑥基本情報技術者講座 別添資料１３のとおり

⑦基本情報技術者講座 別添資料１４のとおり

なお、認定講座の運営に当たっては、履修内容の詳細について経済産業大臣
もしくは独立行政法人情報処理推進機構に相談を行い、助言があった場合には
対応することとする。



（２）修了認定の基準 （２）修了認定の基準
○当該認定に係る講座の出席率（下記参照）をもって履修後、修 ○当該認定に係る講座の出席率（下記参照）をもって履修後、修
了認定に係る試験を受験し、独立行政法人情報処理推進機構が 了認定に係る試験を受験し、独立行政法人情報処理推進機構が
示す合格基準に達すること。 示す合格基準に達すること。

①基本情報技術者講座 講座全体の１０分の８以上 ①基本情報技術者講座 講座全体の１０分の９以上

②基本情報技術者講座 講座全体の４分の３以上 ②基本情報技術者講座 講座全体の４分の３以上
③基本情報技術者講座 講座全体の３分の２以上 ③基本情報技術者講座 講座全体の３分の２以上
④基本情報技術者講座 講座全体の３分の２以上 ④基本情報技術者講座 講座全体の３分の２以上

⑤基本情報技術者講座 講座全体の３分の２以上

⑥基本情報技術者講座 講座全体の３分の２以上

⑦基本情報技術者講座 講座全体の３分の２以上

＜省略＞ ＜省略＞

５ 当該規制の特例措置の内容 ５ 当該規制の特例措置の内容
本県では、第１次・第２次産業から第３次産業へ就労構造が変化している。特 本県では、第１次・第２次産業から第３次産業へ就労構造が変化している。特

に第３次産業の中でも成長産業である情報・通信分野でのＩＴ技術者へのニーズ に第３次産業の中でも成長産業である情報・通信分野でのＩＴ技術者へのニーズ
は強く、早急なＩＴ人材の強化・育成が求められている。 は強く、早急なＩＴ人材の強化・育成が求められている。

そのため、ＩＴ人材の若年層などの底辺の拡大を図るため、ＩＴの基礎的な技 そのため、ＩＴ人材の若年層などの底辺の拡大を図るため、ＩＴの基礎的な技
術を備え、また、多くのＩＴ関連企業が、ＩＴ技術者としての素養を確かめる意 術を備え、また、多くのＩＴ関連企業が、ＩＴ技術者としての素養を確かめる意
味で、基本情報技術者試験に合格することを、ＩＴ技術者を目指すうえで当然身 味で、基本情報技術者試験に合格することを、ＩＴ技術者を目指すうえで当然身
につけておくべきものの一つと捉えているため、当該試験合格者の拡大を図るも につけておくべきものの一つと捉えているため、当該試験合格者の拡大を図るも
のである。 のである。

この事業の実施によって基本情報技術者試験の午前試験が免除されることにな この事業の実施によって基本情報技術者試験の午前試験が免除されることにな
るので、受験者の負担が軽くなり、受験機会の増加を促すことに通じ、合格率の るので、受験者の負担が軽くなり、受験機会の増加を促すことに通じ、合格率の
向上や合格者の拡大が図られ、多くの優秀な人材を確保することが可能となる。 向上や合格者の拡大が図られ、多くの優秀な人材を確保することが可能となる。

また、講座認定教育機関の指導力の向上や優秀な学生が本県に集まることにつ また、講座認定教育機関の指導力の向上や優秀な学生が本県に集まることにつ
ながり、ひいては、ＩＴ関連産業の人材の確保と集積促進・振興につながるもの ながり、ひいては、ＩＴ関連産業の人材の確保と集積促進・振興につながるもの
である。 である。

現時点では、当該特定事業の実施を希望している学校は専門学校４校だけであ
るが、今後、特区内の各種学校に対して引き続き働きかけ、希望する学校におい
ては事業を実施していくこととする。

なお、特区計画の認定を受けた日以降、受け入れ体制の準備など準備期間が必
要なことから、各専門学校の事業の実施は、平成１７年４月１日からとする。


